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○
経 済 産 業 省

環  境  省
告 示 第 一 号  

地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る

温 室 効 果 ガ ス 算 定 排 出 量 等 の 報 告 等 に 関 す る 命 令 の 一 部 を 改 正 す る 令 和 五 年 内 閣 府 ・ 総 務 省

・ 法 務 省 ・ 外 務 省 ・ 財 務 省 ・ 文 部 科 学 省 ・ 厚 生 労 働 省 ・ 農 林 水 産 省 ・ 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 ・ 環 境

省 ・ 防 衛 省 令 第 二 号 及 び 特 定 排 出 者 の 事 業 活 動 に 伴 う 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 量 の 算 定 に 関 す る 省 令 の

一 部 を 改 正 す る 四 の 施 行 に 伴 並 び に 温 室 効 果 ガ ス 算

定 排 出 量 等 の 報 告 等 に 関 す る 命 令 平 成 十 八 年 内 閣 府 ・ 総 務 省 ・ 法 務 省 ・ 外 務 省 ・ 財 務 省 ・ 文 部 科 学

省 ・ 厚 生 労 働 省 ・ 農 林 水 産 省 ・ 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 ・ 環 境 省 令 第 二 号 一 条 第 四 号 の 規 定 に 基

調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 を 調 整 す る 方 法 の 一 部 を 改 正 す る 件 を 次 の よ う に 定  

令 和 六 年 一 月 十 一 日  

経 済 産 業 大 臣  齋 藤   健  

環 境 大 臣  伊 藤 信 太 郎  
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調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 を 調 整 す る 方 法 の 一 部 を 改 正 す る 件  
調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 を 調 整 す る 方 法 二 十 二 年
経 済 産 業 省

環  境  省
告 示 第 四 の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正  

 次 の 表 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ

う に 改 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

を 新 た に 追 加
改        正        後  改        正        前  

第 二  調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 調 整 方 法  

１  調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 次 項 に 規 定 す る 調 整 対 象 温 室

効 果 ガ ス 排 出 量 又 は 当 該 調 整 対 象 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 か ら 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 量 の 全 部 若 し く は 一 部 を 控 除 及

び 第 四 号 に 掲 げ る 量 を 加 算 し て 得 た 量 量

第 二  調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 調 整 方 法  

１  調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 次 項 に 規 定 す る 調 整 対 象 温 室

効 果 ガ ス 排 出 量 又 は 当 該 調 整 対 象 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 か ら 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 量 の 一 部 若 し く は 全 部 を 控 除 及

び 第 四 号 に 掲 げ る 量 を 加 算 し て 得 た 量 量
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が 零 を 下 回 る 場 合 に は 零  

一  特 定 排 出 者 が 四 月 一 日 か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日 ま で に お い て

の 者 の 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 抑 制 等 に

係 る 取 組 を 自 ら の 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 抑 制 等 に 係 る 取 組 と

評 価 す る こ と を 目 的 国 内 認 証 排 出 削 減 量 又 は 海 外 認

証 排 出 削 減 量 を 移 転 が で き な い 状 態 以 下

同 電 気 事 業 者

に 規

定 す る 小 売 電 気 事 業 者 及 び 同 項 第 九 号 に 規 定 す る 一 般 送 配 電

事 業 者 以 下 同 が 報 告 命 令 第 二 十 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 調 整 後 排 出 係 数 に 反 映 す る た め に 排 出 量 調 整 無 効

化 を し た も の ガ ス 事 業 者 ガ ス

に 規 定 す る ガ ス 小 売 事 業 者 及 び 同

条 第 六 項 に 規 定 す る 一 般 ガ ス 導 管 事 業 者 以 下 同

が 報 告 命 令 第 二 十 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 調 整 後 排 出 係 数

に 反 映 す る た め に 排 出 量 調 整 無 効 化 熱 供 給 事 業

者
三 項 に 規 定 す る 熱 供 給 事 業 者 以 下 同 が 報 告 命

令 第 二 十 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 調 整 後 排 出 係 数 に 反 映 す る

た め に 排 出 量 調 整 無 効 化 を し た も の 及 び 第 三 第 五 項 の 規 定 に

が 零 を 下 回 る 場 合 に は 零  

一  特 定 排 出 者 が 四 月 一 日 か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日 ま で に お い て

の 者 の 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 抑 制 等 に

係 る 取 組 を 自 ら の 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 抑 制 等 に 係 る 取 組 と

評 価 す る こ と を 目 的 国 内 認 証 排 出 削 減 量 又 は 海 外 認

証 排 出 削 減 量 を 移 転 が で き な い 状 態 以 下

同 電 気 事 業 者 が 調 整 後 排

出 係 数 に 反 映 す る た め に 排 出 量 調 整 無 効 化 を し た も の 及 び 第

三 第 三 項 の 規 定 に よ り 排 出 量 調 整 無 効 化 を し た も の を 除
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よ り 排 出 量 調 整 無 効 化 を し た も の を 除  

二  特 定 排 出 者 が 四 月 一 日 か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日 ま で に お い て

日 本 国 政 府 が 定 め る 手 続 に 従 排 出 量 調 整 無 効 化 を し た 海

が 報 告 命 令 第 二 十 条 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 調 整 後 排 出 係 数 に 反 映 す る た め に 排 出 量 調 整 無

効 化 を し た ガ ス 事 業 者 が 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 調 整 後

排 出 係 数 に 反 映 す る た め に 排 出 量 調 整 無 効 化 を し た も の 及 び

熱 供 給 事 業 者 が 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 調 整 後 排 出 係 数 に 反 映

す る た め に 排 出 量 調 整 無 効 化 を し た も の を 除  

二  特 定 排 出 者 が 四 月 一 日 か ら 翌 年 三 月 三 十 一 日 ま で に お い て

日 本 国 政 府 が 定 め る 手 続 に 従 排 出 量 調 整 無 効 化 を し た 海

が 調 整 後 排 出 係 数 に 反 映 す る

た め に 排 出 量 調 整 無 効 化 を し た も の を 除  

三  特 定 排 出 者 が 所 有 す る 一 月 一 日 か ら 十 二 月 三 十 一 日 ま で の

発 電 に 係 る 非 化 石 証 書 供 給 事 業 者 に よ る エ ネ ル

源 の 環 境 適 合 利 用 及 び 化 石 原 料 の 有 効 な 利 用

の 促 進 に 関 す る

に 規 定 す る 非 化 石 証 書 を い う

に 係 る た

算 定 排 出 量 算 定 期 間 に お い て 事 業 活 動 に 伴 い 使 用 さ れ

た 他 人 か ら 供 給 さ れ た 電 気 の 量 の う ち 電 気 事 業 者 又 は 登 録 特

の 十 九 第 一 項 に 規 定

す る 登 録 特 定 送 配 電 事 業 者 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ

が 行 う 小 売 供 給 の 用 に 供 す る 電 気 と し て 供 給 さ れ た も の

三  特 定 排 出 者 が 所 有 す る 一 月 一 日 か ら 十 二 月 三 十 一 日 ま で の

発 電 に 係 る 非 化 石 証 書 に 係 る 非 化 石 電 源 二 酸 化 炭 素 削 減 相 当

算 定 排 出 量 算 定 期 間 に お い て 事 業 活 動 に 伴 い 使

用 さ れ た 他 人 か ら 供 給 さ れ た 電 気 の 量 の う ち エ

供 給 事 業 者 に よ る 源 の 環 境 適 合 利 用 及 び

化 石 原 料 の 有 効 な 利 用 の 促 進 に 関 す る
に 掲 げ る 電 気

事 業 者 以 下 こ の 号 に お い て 同 が 行 う 小 売 供 給

の 用 に 供 す る 電 気 と し て 供 給 さ れ た も の の 量 に 調 整 後 排 出 係

報 告 命 令 第 二 十 条 の 二 に 規 定 す る 調 整 後 排 出 係 数 を い う

当 該 電 気 を 供 給 す る 電 気 事 業 者 の も の を 乗 じ て 得
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の 量 に 報 告 命 令 第 二 十 条 の 二 第 一 項 に 規 定

す る 調 整 後 排 出 係 数 の う ち 当 該 電 気 を 供 給 す る 電

気 事 業 者 又 は 登 録 特 定 送 配 電 事 業 者 の も の を 乗 じ て 得 ら れ る

量 を 上 限  

ら れ る 量 を 上 限  

四   四   

２  調 整 対 象 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 次 に 掲 げ る 量 を 合 算 し て 得

た 量  

一  次 に 掲 げ る へ の 電 気 又 は 熱 の 供 給 に 係 る も の を 除

合 算 し て 得 た 量  

イ  令 第 七 条 第 一 項 第 一 号 イ ⑵ の 環 境 省 令 ・ 経 済 産 業 省 令 で

定 め る 燃 料 同 号 イ ⑵ に 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 さ

れ る 量 特 定 排 出 者 の 事 業 活 動 に 伴 う 温 室 効 果 ガ ス の

排 出 量 の 算 定 に 関 す る
こ の 号

別 表 第 一 の 二 九 の 項 か ら 三 五 の 項 ま で の 第 二 欄 に 掲 げ る 燃

料 の 使 用 に 伴 う も の を 控 除 し て 得 た 量 

２  調 整 対 象 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 次 に 掲 げ る 量 を 合 算 し て 得

た 量  

一  次 に 掲 げ る へ の 電 気 又 は 熱 の 供 給 に 係 る も の を 除

合 算 し て 得 た 量  

イ  令 第 七 条 第 一 項 第 一 号 イ ⑴ の 環 境 省 令 ・ 経 済 産 業 省 令 で

定 め る 燃 料 同 号 イ ⑴ に 定 め る と こ ろ に よ り 算 定

さ れ る 量  

ロ  算 定 排 出 量 算 定 期 間 に お い て 事 業 活 動 に 伴 い 使 用 さ れ た

他 人 か ら 供 給 さ れ た 電 気 の 量 報 告 命 令 第 二 十 条 の 二 第

一 項 に 規 定 す る 調 整 後 排 出 係 数 当 該 電 気 を 供 給 す

る 電 気 事 業 者 の も の を 乗 じ て 得 ら れ る 量 
ロ  算 定 排 出 量 算 定 期 間 に お い て 事 業 活 動 に 伴 い 使 用 さ れ た

他 人 か ら 供 給 さ れ た 電 気 の 量 報 告 命 令 第 二 十 条 の 二 に

規 定 す る 調 整 後 排 出 係 数 当 該 電 気 を 供 給 す る 電 気

事 業 者 の も の を 乗 じ て 得 ら れ る 量  

ハ  算 定 排 出 量 算 定 期 間 に お い て 事 業 活 動 に 伴 い 使 用 さ れ た  
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他 人 か ら 供 給 さ れ た 都 市 ガ ス の 量 報 告 命 令 第 二 十 条 の

二 第 二 項 に 規 定 す る 調 整 後 排 出 係 数 当 該 都 市 ガ ス

を 供 給 す る ガ ス 事 業 者 の も の を 乗 じ て 得 ら れ る 量  
ニ  算 定 省 令 第 二 条 第 六 項 第 一 号 に 掲 げ る 熱 の 量 同 号 に

定 め る 係 数 を 乗 じ て 得 ら れ る 量  
 

ホ  算 定 排 出 量 算 定 期 間 に お い て 事 業 活 動 に 伴 い 使 用 さ れ た

他 人 か ら 供 給 さ れ た 算 定 省 令 第 二 条 第 六 項 第 二 号 に 掲 げ る

熱 の 量 報 告 命 令 第 二 十 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 調 整 後

排 出 係 数 当 該 熱 を 供 給 す る 熱 供 給 事 業 者 の も の を

乗 じ て 得 ら れ る 量 

ハ  令 第 七 条 第 一 項 第 一 号 イ ⑶ の 環 境 省 令 ・ 経 済 産 業 省 令 で

定 め る 熱 同 号 イ ⑶ に 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 さ れ

る 量  

二  算 定 排 出 量 算 定 期 間 に お け る の 使

用 に 伴 発 生 す る も の を 除 温 室 効 果 ガ ス 算 定 排 出

量 報 告 命 令 第 四 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 特 定 事 業 所 排 出

者 に お い て 行 わ れ た 廃 棄 物 の の 処 理 及

び 清 掃 に 関 す る

条 の 二 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 熱 回 収 行 う も の に

限 伴 発 生 す る 二 酸 化 炭 素 の 排 出 量 に 一 を 乗 じ て

得 た 量 を 控 除 し て 得 た 量 

二  算 定 排 出 量 算 定 期 間 に お け る の 使

用 に 伴 発 生 す る も の を 除 温 室 効 果 ガ ス 算 定 排 出

量 報 告 命 令 第 四 条 第 五 項 各 号 に 定 め る 量 を 控 除 し て 得

た 量  

三   三   
  

第 三  調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 調 整 に 当 留 意 事 項  第 三  調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 調 整 に 当 留 意 事 項  
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１ ・ ２   １ ・ ２   
３  第 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 調 整 後 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 調 整 に

お け る 同 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 量 の 控 除 に つ い て

国 内 認 証 排 出 削 減 量 二 酸 化 炭 素 削

に お け る 他 の 者 の 二 酸 化 炭 素 の 排 出 の

抑 制 に 寄 与 す る 永 続 的 に 利 用 す

る こ と が で き る と 認 め ら れ る 源 活 用 す

る も の に 限 削 減 が さ れ た 二 酸 化 炭 素 の 量 の 算 定 等

に 関 し 十 分 な 知 見 を 有 す る 者 に よ り 構 成 さ れ る 会 議 体

環 境 省 及 び 経 済 産 業 省 が 運 営 二 酸 化 炭 素 の 量 に つ

実 際 に 行 わ れ た こ と が 認 め ら れ る 当 該 取 組 に よ り 削 減 が

適 切 な 方 法 に よ り 算 定 当 該 取 組 が な け れ ば 削 減 が

認 証 び 移 転 を

適 切 に 管 理 す る 制 度 以 下 こ の 項 に お い て 同

い て 認 証 を さ れ た 二 酸 化 炭 素 の の 使 用 に よ り 削

減 さ れ た 二 酸 化 炭 素 の 量 に 限 及 び 非 化 石 証 書 に 係 る 非 化

石 電 源 二 酸 化 炭 素 削 減 相 当 量 の 合 計 第 二 第 二 項 第 一 号 ロ に

定 め る 量 を 上 限 国 内 認 証 排 出 削 減 量

二 酸 化 炭 素 削 減 相 当 量 認 証 制 度 に お い て 認 証 を さ れ た

二 酸 化 炭 素 の の 使 用 に よ り 削 減 さ れ た 二 酸 化 炭 素

の 量 に 限 同 号 ニ に 定 め る 量 を 上 限  
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   附  則  

適 用  

１  こ の 告 示 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 適 用  

  

２  こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 規 定 令 和 六 年 度 以 降 に お い て 報 告 す べ き 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関

す る 法 律 第 二 十 六 条 第 三 項 に 規 定 す る 温 室 効 果 ガ ス 算 定 排 出 量 に つ い て 適 用  

３  こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 第 三 第 三 項 の 規 定 こ の 告 示 の 適 用 の 日 こ の 項 適 用

以 後 に 認 証 さ れ る 国 内 認 証 排 出 削 減 量 に つ い て 適 用 適 用 日 前 に 認 証 さ れ た 国 内

認 証 排 出 削 減 量 従 前 の 例 に よ る  

４   ３   
５  前 項 の 場 合 特 定 排 出 者 が 国 内 認 証 排 出 削 減 量 を 創

出 排 出 量 調 整 無 効 化 当 該 国 内 認 証 排 出 削 減

量 第 二 第 一 項 第 四 号 に 定 め る 移 転 を し た 量 と み な

 

４  前 項 の 場 合 特 定 排 出 者 が 国 内 認 証 排 出 削 減 量 を 創

出 排 出 量 調 整 無 効 化 当 該 国 内 認 証 排 出 削 減

量 第 二 第 一 項 第 三 号 に 定 め る 移 転 を し た 量 と み な

 


